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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めることにより、協働によるま

ちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 市民参加 政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民が市政

に関して意見を述べ、又は提案することをいう。 

（２） 協働 市民及び市がそれぞれの役割及び責任の下で、協力して公共的

課題の解決に当たることをいう。 

（３） 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で事業を営

み、又は活動するものをいう。 

（４） 市の機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、自らの発言と行動に責任を持って市民参加をするよう努めるも

のとする。 

２ 市民は、自主的かつ主体的に市民参加をするよう努めるものとする。 

３ 市民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、市民全体の利益を考慮して市

民参加をするよう努めるものとする。 

（市の責務） 

第４条 市は、市民に分かりやすい情報の提供に努め、市民との情報の共有に努

めなければならない。 

２ 市は、市民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。 
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３ 市は、市民参加の機会を確保するとともに、その拡充に努めなければならな

い。 

４ 市は、市民の意向を把握し、市の施策に反映させるよう努めなければならな

い。 

第２章 市民参加の手続 

（市民参加の対象） 

第５条 市の機関は、次に掲げる施策（以下「対象施策」という。）を実施しよ

うとするときは、市民参加を求めなければならない。 

（１） 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又

は変更 

（２） 市政に関する基本方針を定める条例の制定、改正又は廃止 

（３） 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを内容とする条例

の制定、改正又は廃止 

（４） 市民の生活に重大な影響を及ぼす条例の制定、改正又は廃止 

（５） 公共の用に供される大規模な市の施設の設置に係る基本計画等の策定

又は変更 

２ 市の機関は、前項の規定にかかわらず、対象施策のうち次の各号のいずれか

に該当するものについては、市民参加を求めないものとする。 

（１） 軽易と認められるもの 

（２） 緊急に実施しなければならないもの 

（３） 法令の規定により対象施策の基準が定められており、その基準に基づ

き実施するもの 

（４） 市の機関内部の事務処理に関するもの 

（５） 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

３ 市の機関は、前項の規定により市民参加を求めないこととしたときは、その

理由を公表するものとする。 

４ 市の機関は、対象施策以外の施策（第２項各号に掲げるものを除く。）にあ

っても、市民参加を求めることができる。 

（市民参加の方法） 

第６条 市の機関は、前条第１項又は第４項の規定により市民参加を求めるとき

は、次に掲げる市民参加の方法のうち１以上の方法によらなければならない。 

（１） 附属機関（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

３項に規定する附属機関で、その構成の全部又は一部に市民が含まれるもの

をいう。以下同じ。）への付議 

（２） 市民意見提出制度（市の機関が施策の趣旨、目的、内容等の必要な事

項を広く公表した上で、これに対する市民からの意見を求め、提出された意



見を考慮し、意思決定を行うとともに、意見に対する考え方を公表する制度

をいう。以下同じ。）の実施 

（３） 市民説明会（市の機関が施策の趣旨、目的、内容等に対しての説明を

行い、これに対して市民と市の機関及び市民同士の意見交換を目的とする集

まりをいう。以下同じ。）の開催 

（４） ワークショップ（市の機関が施策に対して複数の市民との一定の合意

形成を図るために行う手法で、市民と市の機関及び市民同士の自由な議論を

目的とする集まりをいう。以下同じ。）の実施 

（５） 市民政策提案制度（市の機関が市民に政策の提案を求め、提案された

内容を検討し、意思決定を行うとともに、提案に対する考え方を公表する制

度をいう。以下同じ。）の実施 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市の機関が適当と認める方法 

２ 市の機関は、前項の規定により市民参加の方法を実施するときは、当該市民

参加による市民の意見又は提案を施策の決定に反映させることができる適切な

時期に、これを実施しなければならない。 

（附属機関の委員の選任及び会議の公開） 

第７条 市の機関は、附属機関の委員を選任しようとするときは、次の各号に掲

げる事項につき、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、法

令又は条例の規定により委員の構成が定められているとき、その他当該基準に

よらないことに正当な理由があると認められるときは、この限りでない。 

（１） 公募による委員の比率 附属機関の委員総数（以下「委員総数」とい

う。）の３０パーセント以上とする。 

（２） 男女の構成比率 男女いずれの委員数も委員総数の３０パーセント以

上とする。 

（３） 同一の附属機関において継続して在任することができる期間 １０年

以内とする。 

（４） 委員を兼任することができる附属機関の数 ５以内とする。 

２ 市の機関は、附属機関の委員を選任したときは、委員の氏名及び選任の区分

を公表するものとする。 

３ 附属機関の会議の公開及び会議録の写しの閲覧は、久喜市審議会等の会議の

公開に関する条例（平成２２年久喜市条例第２６号）の規定によるものとす

る。 

（附属機関の委員公募の公表） 

第８条 市の機関は、附属機関の委員を公募により選任しようとするときは、あ

らかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 附属機関の名称及び内容 



（２） 委員の任期 

（３） 応募資格及び応募方法 

（４） 募集する委員の人数及び選考方法 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

（附属機関の委員の応募資格及び選考） 

第９条 附属機関の委員を公募する場合における当該委員に応募する資格を有す

る者は、１８歳以上の市民（市内に居住し、通勤し、又は通学する者に限る。

第１５条及び第１６条第１項において同じ。）とする。 

２ 附属機関の公募による委員の選考の方法その他の事項については、規則で定

める。 

（市民意見提出制度の実施の手続） 

第１０条 市の機関は、市民意見提出制度を実施しようとするときは、あらかじ

め次に掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 市民意見提出制度の実施の対象となる施策（以下この条において「施

策」という。）の案を作成した趣旨、目的及び背景 

（２） 施策の案、概要及び当該案に関する資料 

（３） 施策の案に対する意見の提出方法、提出期間及び提出先 

（４） 施策の案に対する意見を提出できるものの範囲 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

２ 市の機関は、施策の案を公表した日から起算して３０日以上の期間を設け

て、意見を募集しなければならない。ただし、当該期間を設けることができな

い特別な事情があるときは、この限りでない。 

３ 市の機関は、市民から提出された意見を考慮して意思決定を行ったときは、

当該意見の概要及び当該意見に対する考え方並びに施策の案を修正したときは

その修正した内容を公表しなければならない。ただし、久喜市情報公開条例

（平成２２年久喜市条例第１２号）第７条各号に掲げる情報（以下「非公開情

報」という。）に該当すると認められるものは公表しないものとする。 

（市民意見提出制度の実施により意見を提出できるものの範囲） 

第１１条 市民意見提出制度の実施により意見を提出することができるものの範

囲は、市民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民意見提出制度の実

施の対象となる施策に利害関係を有するものとする。 

（市民説明会の開催の手続） 

第１２条 市の機関は、市民説明会を開催しようとするときは、あらかじめ次に

掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 市民説明会の開催日時及び場所 

（２） 市民説明会の議題及び当該議題に関する資料 



（３） 市民説明会に参加できるものの範囲 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

２ 市の機関は、市民説明会を開催したときは、その開催の記録を作成し、これ

を公表しなければならない。ただし、非公開情報に該当すると認められるもの

は公表しないものとする。 

（市民説明会に参加できるものの範囲） 

第１３条 市民説明会に参加して意見を述べることができるものの範囲は、市

民、市に対して納税義務を有するもの及び当該市民説明会の議題に係る施策に

利害関係を有するものとする。ただし、市の機関は、必要があると認めるとき

は、その範囲を広げ、又は狭めることができる。 

（ワークショップの実施の手続） 

第１４条 ワークシヨップの実施については、前２条の規定を準用する。 

（市民政策提案制度の実施の手続） 

第１５条 市民は、市の機関が実施する市民政策提案制度による場合のほか、対

象施策（第５条第２項各号に掲げるものを除く。）の範囲内において、自発的

に市の機関に対して政策の提案をすることができる。 

２ 前項の政策の提案は、１３歳以上の市民の５人以上の連署をもって、その代

表者（以下「提案代表者」という。）から市の機関に対して行うものとする。 

３ 市の機関は、市民に対して政策の提案を求めようとするときは、あらかじめ

次に掲げる事項を公表しなければならない。 

（１） 提案を求める目的 

（２） 提案の提出方法、提出期間及び提出先 

（３） 提案をすることができる者の範囲 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市の機関が必要と認める事項 

４ 市の機関は、市民から提案された政策の内容を検討し、その結果及び理由を

提案代表者に通知するとともに、これらを公表しなければならない。ただし、

非公開情報に該当すると認められるものは公表しないものとする。 

第３章 市民参加推進員制度 

（市民参加推進員の公募、登録及び役割） 

第１６条 市長は、市民参加を推進するため、１３歳以上の市民を対象にして市

民参加推進員を公募し、これに応じた者を市民参加推進員として登録するもの

とする。 

２ 前項の規定による市民参加推進員の登録を受ける者は、市長に当該登録に係

る事項を届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による市民参加推進員の登録の期間（以下「登録期間」とい

う。）は、登録した日から起算して１年を経過する日の属する年度の末日まで



とする。 

４ 市民参加推進員は、登録期間内において登録した事項に変更があったとき、

又は登録を辞退するときは、市長にその旨を届け出なければならない。 

５ 市長は、市民参加推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消すものとする。 

（１） 第１項に規定する要件を欠くに至ったとき。 

（２） 登録を辞退する届出を提出したとき。 

（３） 登録に係る事項の届出又は登録した事項の変更の届出に虚偽の事項を

記載したとき。 

（４） 市民参加推進員としてふさわしくない行為があったと認められると

き。 

６ 市の機関は、市民参加推進員に対して市民参加に関する情報を提供するとと

もに、市民参加に関しての協力を依頼するものとする。 

７ 市民参加推進員は、次に掲げる役割を担うものとする。 

（１） 市の機関からの市民参加に関する情報の提供に基づき、積極的に市民

参加をするよう努めるとともに、市民に対して市民参加を働きかけること。 

（２） この条例に定める事項に関し意見を述べ、又は提案すること。 

第４章 市民参加計画等 

（市民参加計画及び実施状況の公表） 

第１７条 市長は、毎年度、その年度における市民参加の実施の予定を取りまと

め、市民参加計画を作成し、これを公表するものとする。 

２ 市長は、前年度における市民参加計画の実施状況を取りまとめ、これを公表

するものとする。 

第５章 雑則 

（他の制度との調整） 

第１８条 市民参加に関しこの条例に規定する事項について、法令又は条例に特

別な定めがあるときは、その定めるところによる。 

（条例の見直し） 

第１９条 市長は、社会情勢及び市民参加の状況に応じて、この条例の見直しを

行うものとする。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２２年３月２３日から施行する。 

 


